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本市の主な取組状況について ３ 

市民活動基本方針 
 
市民活動をまちづくりの大きな力と位置付け，市民が自主的，自発的に 
参加する活動を積極的に生かしながら，市民と行政とが一体となって 
市民主体のまちづくりを推進していくことを目的 とする 

市民協働 

協働とは 

 
市民と市がそれぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し，相互に補完し， 

協力し合うことをいう。（市民参加推進条例 第２条） 


